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火災予防条例（昭和 37 年東京都条例第 65 号）第 55 条の 3 の 2 の規定に基

づく防火管理技能講習を、次のとおり実施します。 

 

1 受講対象者 

本講習は、火災予防条例施行規則第１１条の４の２に規定する１２項目の資格のうちの 

いずれかに該当している方を対象としています。（ホームページの「受講資格と必要な証

明書類」をご参照ください。） 

 

2 講習実施日・申請期間・実施場所 
 

 講習実施日 申請期間（申請方法） 定 員 講習会場 

第 

１

回 

 

7月22日（水）・23日（木） 

 

5月12日（火）～5月25日(月) 原
則
電
子
申
請 

（
不
可
能
な
場
合
は
郵
送
） 

 

 

 

 

 

各回とも 

 
※220名 

 

 

 

 

 

千代田区外神田 

4-14-4 

消防技術試験講習場 

第 

２

回 

 

10月22日（木）・23（金） 

 

８月４日（火）～８月1７日(月) 

第 

３

回 

 

12月10日（木）・11日（金） 

 

10月1日（木）～10月14日(水) 

第 

４

回 

 

  ２月9日（火）・１０日（水） 

 

12月１日(火)～12月14日(月) 

※定員は状況により変更となる場合があります。定員になり次第、締め切ります。 

 

３ 講習内容 

(1)  建物の高層化、大規模化、深層化が進む中で、所有・管理形態の複雑化や消防用設備等の高度

化、消防法令・建築法令の性能規定化など高度で専門的な知識・技能が必要となる防火

管理業務が要求されています。防火管理技能者として、防火管理者の業務の補助を行う

ための専門的な知識・技能を習得していただきます。 

⑵ 講習は、２日間実施します。 

⑶ 講習終了後、効果測定を行い、講習修了証が交付されます。 

⑷ 講習科目と時間は、次表のとおりです。 
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講 習 科 目 及 び 時 間 

  1 日 目  2 日 目 

時 間  科 目 等 時 間 科 目 等 

9：00 ～ 9：10 オリエンテーション 9：00 ～ 9：05 オリエンテーション 

9：10～11：10 防火管理制度・防火管理技能者制度 9：05～10：05 自衛消防対策 

11：10～11：20 休憩時間 10：05～10：15 休憩時間 

11：20～12：50 建築物の防火防災対策 10：15～12：45 自衛消防対策（途中休憩あり） 

12：50～13：50 昼休み 12：45～13：45 昼休み 

 

13：50～15：20 

 

建築物の防火防災対策 

13：45～14：45 防火管理の補助の実施要領 

14：45～14：55 休憩時間 

15：20～15：30 休憩時間 14：55～16：25 防火管理業務計画の作成要領 

 

15：30～17：00 

 

自衛消防対策 

16：25～16：45 効果測定（準備等含む） 

16：45～16：55 休憩時間 

  16：55～17：10 修了証交付 

４ 受講申請要領•受講料 

• 原則、電子申請となります。(オンライン環境等が整っておらず、郵送にて受講申請をする方は、

予約番号が必要です) 

• 定員になり次第、締切ります。 

•受講手数料は２６，５００円です。（教材費•消費税含む。） 

• 申請完了後の受講手数料の返金はできませんので、ご了承願います。 

申請手段 申請方法 
受 講 料

支払い方法 

 

（1）電子申請 当協会ホームページから申請 

２６，５００円 

（教材費•消費税を含む。）

クレジット決済のみでの支払い 

 

 

（２）郵送申請 

① 予約の電話 

② 当協会ホームページから申請書類

を印刷し、必要書類郵送 

 

２６，５００円 

（教材費•消費税を含む。）

銀行振込での支払い 

(銀行窓口、ＡＴＭ、ネット銀行等） 
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当日、受講票を受付に提出 テキストは講習会場でお渡し 

① 防火管理技能講習受講申請書（受講資格の証明の写し貼付） 

② 受講資格が１２②の場合のみ実務経験証明書 

③ 写真貼付票、整理票、受講票、受講料振込確認票。 

（写真２枚は６か月以内に撮影したもので、枠なし縦３０㎜×横２４㎜、コピー不可

無背景の証明写真。裏面に氏名を書いてください。） 

④ 返信用封筒１通（住所・氏名を記入のうえ、所定の切手を貼ってください。） 

 

 

① 受講票、受講手数料振込確認票 

② 会場案内図 

③ 受講料振込口座 

当協会ホームページにアクセス 〉 〉 〉 https://www.tokyo-bousai.or.jp 

メールアドレス登録 

受講承認メールを受理（申請完了）   受講票ダウンロード•印刷 

 

⑴  電子申請 

ア 当協会ホームページから、受講申請を行ってください。 

イ 受講料の支払いは、クレジット決済のみとなります。手数料はかかりません。 

【電子申請にて受講申請をする方の流れは以下のとおりです。】 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
⑵ 郵送での申請（オンライン環境等が整っておらず、郵送にて受講申請をする方） 

ア  各回の申請期間中（９時００分から１６時３０分）に事前に予約の電話をしてください。 

イ 当協会ホームページから※1申請書類を印刷し、受講申請を行ってください。 

ウ 協会から※２返信用封筒が届いてから受講料の支払いをしてください。支払いは、銀行振込

での支払いとなります。手数料は受講者負担です。 

※１ 申請必要書類 

 

※２ 協会から届く返信用封筒の内容 

必要事項登録•修了証用写真等取り込み 

受講料２６，５００円支払い•申請 手数料なし 

       講習受講 

http://www.tokyo-bousai.or.jp/
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東京防災救急協会に予約の電話 •••••••••• ０３－３５５６－３７０２ 

当協会ホームページにアクセス 〉 〉 〉 https://www.tokyo-bousai.or.jp 

申請書をダウンロード•印刷 

受講当日、受講票、受講料振込確認票を受付に提出 テキストは講習会場でお渡し 

講習受講 

  

【郵送にて受講申請をする方の流れは以下のとおりです】 

 

 
 

 
 

   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

５ 受講上の留意事項 

⑴  受付は、講習実施会場で午前８時３０分から行います。 

⑵  講習は、各日とも午前９時００分開始です。 

⑶  受講票、受講料振込確認票（郵送申請の方のみ）と筆記用具を持参してください。 

⑷ 遅刻、早退をした場合は、原則として講習修了とは認められません。 

⑸ 会場には駐車場がありませんので、車、オートバイ等での来場はご遠慮ください。 

⑹ 台風その他により、会場や日程の変更等緊急のお知らせがある場合は、当協会のホームページ

に掲示します。 

 

６ 再講習について 

防火管理技能講習修了証の交付を受けた方は、交付を受けた日以後における最初の４月１日 

から５年以内に防火管理技能再講習を受けなければなりません。再講習を受けた日以降におい

ても同様です。再講習を受けない場合は、資格は失効しますので、ご注意ください。 

再講習の案内は、該当する年度初めにご自宅宛に郵送しますので、住所が変更した場合は次ペ

ージ８ 問合せ先までご連絡ください。 

 

 

 

※１ 必要書類を郵送 裏面に宛先あり 

※２ 協会からの返信用封筒受理 

受講料２６，５００円振込み 手数料は受講者負担 

http://www.tokyo-bousai.or.jp/
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個人情報の取扱い 

公益財団法人東京防災救急協会（以下「当協会」という。）は、防火管理技能講習の実施と修了証

作成業務を行っております。 

当協会は、東京都知事登録講習機関として、個人情報を取り扱っていますので、個人情報の重要

性を十分認識し、その保護の徹底を図るとともに、個人情報の保護に関する法令及びその他の関連

する規範を遵守し、収集した個人情報は、正確、かつ、安全に取り扱います。 

〔当協会の個人情報の内容と利用目的］

１ 個人情報の内容 

氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先所在地、顔写真、修了証番号等です。  

２ 利用目的 

利用は、本人確認、本人への通知及び連絡、修了証作成、修了証交付状況に係る事項等の当

協会の業務範囲内で行います。 

 

〒１０２－００８３ 

東京都千代田区麹町１－１２ 東京消防庁麹町合同庁舎４階

公益財団法人 東京防災救急協会 講習第二課 

防火管理技能講習担当 行 

７ 受講特典（フォローアップサービスの提供） 

東京消防庁と当協会が協働開催する『防火安全セミナー』の動画視聴ができます。 

※詳細は、講習修了後にお知らせします。 

 

８ 問合せ先 

〒 102-0083 東京都千代田区麹町１－１２  

東京消防庁麹町合同庁舎４階公益財団法人 東京防災救急協会講習事業部 

講習第二課 防火管理技能講習担当 宛 

電話 ０３（３５５６）３７０２ ＦＡＸ ０５０（３７３７）３７１９

ホームページ：https://www.tokyo-bousai.or.jp/ 

 

 

※講習申請時の封筒に切り取ってご利用ください。 
 

https://www.tokyo-bousai.or.jp/

